
様式第１号

一デ鬧告示第 ２３昜

令和 ７年 ２ｊｊ６日

条件付一般競争入札ぬ告

一戸Ｆ長　／」ヽＷ寺　 美登 七戸

１　 工事概要

（１）工 事佑　　特別養護ｔ人ホーム等個Ｓｌｊエア コン数置工事 （ゼ ロ債）

（２）工事場所　　一‾四χ一ドネｍ中ＪｔＦり

（３）工事ｒち１容　　 エア コン散策：エ事一式

個別エア コン設置工事　３３台

電気工事　　　　　　　 一式

（４）工　　期　　 １２０日間

２　 入札予定 日　　 令うＦ日 ７年 ２天１２ １日 （金）　 午後 ３時 ００分

会場　岩手県二Ｆ郡一戸Ｆ高售寺宇大ＪＩ Ｉ鉢 ２４ 番遨９

一‾夥ぢ役場庁舎 ２階　特Ｓｑ会議ま

３　 入札参加資格

（１）一‾戸ぢ甄Ｘこ主た る営業所叉はその他の営業所「Ｗ」紙参ぼの こと 。） を有する希で、令私

５・ ６年度驚営嵬設工事請負資格者名簿にを録があり 、管鼈備工事のを録が １級又は ２級の

者。

（２）次に掲げる 要イ牛を満た している こと。

①　地方 自治法施行令 （Ｆ唱和 ２２ 年政令第 １６ 号） 第１６７ 条の ４第 １項の規定に該肖 しない者

であ るこ と。

②　Ｗ数、業ま（昭加 ２４ 年法律第 １００号）第 ３条第１ 項の規定によ る麝可を受けているこ

と。

③　朧数業伍第２７条の２３第 ２項に規定する経営事項審を（総合評定喩：を取祖しているもの

にほる。 ）の割効期間 （経営事項審をの審ｔを皋日か ら１ 年７ １） を経丿尚 していないこ

と。
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④　会社更生法（平成 １４ 年法律第 １５４そ）に基づき更生手続開始の申なてがなされている

者又は只事再生法 （平成１１年法律第２２５ そ） に基づき再生手続鶚始の申立てがな されて

いる者（ただ し、 更生手続又は再圭手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けてい

る場合を除く 。） でないこ と。

⑤　条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の 日から落札決定の 日までの期間に、次

のいずれかに該肖 していないこ と。

ア　 Ｆ営建鼈工事に係る指ネ停止等措置基準 （平成１５年 １１ お２５日 執定。八下「措置基

準」 とい う。 ）攷、び県営嵬数工事に係る指名停止等措置Ｘ準 （平成７年２ 大１ ９日 岩手県

執定）に基づ く指名停止又は文言警告を受け てい る者であ るこ と。

イ　 建鼈業法第２８条第３ 項又は第 ５項の規定により 対象工事に筒応する業Ｒについて岩

手県において営業の停止を命ぜられた者で、 申請の日 から落札決定の日 までの問にその

処分の期間が経るしていない者であるこ と。

⑥　条件付一般競争入札参加資格確認申請書の提出日 現在において措置基準に基づく 文書警

告を受けてか ら１ 大１ を経ＷＩ している こと。

⑦　 １に示した工事に ２に示す入札 日ま でに雇万ｊしてい る者を圭任技術者 として‾Ｒ置できる

こと。

⑧　Ｆ税の滞納がない こと。

⑨　 Ｊジ、下 に定める Ｓけｉの義務 を履行していない希（肖該徭范の義務がない者を賢く 。） でな

いこ と。

・９康保険伍 （大ｉＥ　１１　年法律第 ７０ 号） 第４８条の規定に よる届出の義務

・厚生年を縦険法 （［］台和２９年法律第１ １５ 昜） 第２７条の規定に よる届出の義務

・雇篦保険悵 （昭和４９年法律第１１６ 脣） 第７ 条の規定によ る届出の義務

４　 照会先　郵便番昜０２８－５３１２　岩手県二‾秤郡一‾戸ｌＴ一‾戸宇め森 ９３ 番地２

一万Ｒミ「福祉ほ　電き番号 ０１９５－３２－３７００ （内線２６０４）

５　 入札説獸書のＥ付期回八び祉付揚所　令和 ７年 ２Ｊｊ６ 日（木） から令和 ７年 ２１　１３日

（木）ま での一ＦＦの休日 に関する条例 （平成２ 年一Ｆぢ条例第８ 号） に規定する一‾四χの休

日（び下 「休 日」 とい う。 ）を 除く 毎日 午前 ８慨 ３０ 分か らｉＥ午まで八び午後 １時から 午後５

時ま で、 ４の場所で交付。

６　 申請書類　一戸罵福祉課悟祉付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書（ｍＴＦ営建設工事

の請負契約に係る条件付一般競争入札実施要領（平成 ２４ 年一‾戸ぢ告示第 ９７ 手。 な下 「ダ領」

とい う。 ）様式第 ２そ）を提ｍする ものとする。

７　 配付期間並びに配付場所‾反び申請書類の提出場所　令和 ７年 ２Ｊ１６ 口（木） から令和 ７年２

ｙｘ　１３　日（木） までの社 日を除く 毎日 午前８ゆ ３０ 分からｍ午ま で‾瓦び午後 １時から午後 ５時ま

で、 ４の場所に持参の うえ、１ 部を提ｉする こと とし、郵送に よる提ｍは認めない。



８　 鼈計回書の閲 覧‾反び貸ｉ　令和 ７年 ２Ｊ１６ 日（木） から令和 ７年 ２天１２０日 （木）ま での休

日を除く 毎日 午前 ８ゆ ３０ 分か らｉＥ午まで八び午後 １鸚から 午後 ５１寺ま で、 ４の場所で回覧八

び貸し出 しをする。貸しｍ しは、１者肖たり ２時間とする。

９　 入札の無効　 このな告に示した入札参加資格のない者のした入札、 入札者に求められる義務

を履行しなかった者の した入札、そ の他入札に関する 条件に違反した入札は、無効と する

１０　 その他

（１〉手続において使篦する言語八びａ貨は 日本語及び日 本国亟貨とす る。

（２）入社保簒Ｅをは免賢する。

（３）契め保証をは契お額の１００ 分の １０ な上の額を翕鴇するこ と。 ただ し、 一‾戸ぢ財務規粘

（Ｗ匹０ 年一ＦＦ規ｍ第１７そ）第 １３２条第１ 項各号に掲げ る担保の提供をも って契約保証

金の納付に代える こと ができる。ま た、 一‾秤ｙＴ財務規則第 １３ １条第１ 昜又は第 ２脣に掲げる

葹合は、 契約保証をの嶌付 を免除す る。

（４）本工事は、 予定噫あを事後ぬ表とする こと。

（５）入族丸に積算のＦ大１訳 （数ｔ、 単価及びを額）を回らかに した工市費八訳書 （要領様式第７

盾） を提ｍす るこ と。 工事費内訳書 と第 １回 目の入札害の金額は一致さ せる こと とし、一致

しない場合は失格 とな るこ と。 なお、入札と 鶚時に工事費 Ｆちｌ訳書を提ｉでき ない場合は、旭

該入札に参加できないこと。

㈲　 ６の書類に虚偽のお載をした者に対しては、 措置ま準に基づき、指名停止の措置を行 うこ

とが ある。

（７）６ の書類の提胝者には、 キイ牛付一般競争入札参加資格確認結果１１加害 （‾ｔ領様式第６ そ）

を令和７ 年２　Ｊ１　１９　日（水） まで にを付す る。

（８）３ の入札参加資格を満たしている者であっても、不ｉＥ又は不誠実な行為があった場合、経

営状況が著し く不健兔であ ると 認め られる場合等にあ って は、 参加資格を認めないこ とがあ

る。

（９）入札参加資格がないと認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結束にａ加害

によ りＪ知のあった目 から令和 ７年 ２１ ２０ 日（木） までの間、書面（様式任意）によりそ

のを畆の説明を求める こと ができる。

圜　その他詳籏］については、 一ＦＦ祖祉課が祉付する条件イ才一般競争入社説県書八び条件付一

般競争入札む得に よる。

（１ １） 本工事は、債務負担ｆｉ｀あに基づく契約であり 、　 負ｆｔｔ （前払１１を含む）の請求時期

は、 令和７年４ｊｌ１ 日ｊａ降とするこ と。



別紙

主たる営業所又はその他の営業所について

一ドぢの競争入札参加資格における 主た る営業所又はその他の営業所と は、 次のＸ件を満たし

ているこ とが前をとな ります。

記

Ｉ　 主たる営業所

圭た る営業所 とは、建鼈業を営む営業所を統轄し、指揮Ｋ督‾反び請負契約締結の権限を有す

る１ か所の営業所をいいます。

瓏常は本社、 本范等ですが、ネ 目上の本社、 本き等であっ ても その実績を有 しないも のは該

肖しません。

ｎ　 その他の営業所

その他の営業所と は、 主たる営業所八外で概ね次の要件を備えている営業所をいいます。

（１）本務所 としての形ちを生えている こと。

・営業所の所在を獸らかに した看板又は表札が設置され、 付だから 肖該営業所の存在が容あ

に確認できる こと。

・営業事務を執り 行える机、電あ、 ファ クシ ミリ 等の事務ｍイ十器等が備え付け られているこ

と。

・ｔ話料を等、営業所経費の支払いが会社か ら支胝されている こと。

（２）営業ほ卯Ｊ を行い祖る大白カＲきがな されてい て、 かつ、責任者が存在し常駐 している こと。

・法人ぢＲ税申告書等において、営業所の人員配置が確認でき るこ と。

・人的な祉置がされていない場合、 又は髱置職員が主たる営業所（本社 ・本店等）と 兼務で

ンド在になっている状況が頻繁となっている場合は、 営業所と しては認められません。（例

えば、電話が常時不在転送になっている、単なる取次や連絡員のみを配置しているよ うな

場合は、 営業所と して認め られません。）

ｍ　 その他

（１）必戛に応じて関イ京書類の提示を求め る場合、 又は営業所の所在、実ｔについ て、 調をを行

う場合があり ます。

（２）Ｈ の（ １）‾反び（２） につ いて は、 主た る営業所にも 肖て はま る事項です。

一戸黙福祉課


